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12．認定基準に適合していることの説明 

基 準 項  目 説 明 

第 1 号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項  意義については、「１．中心市街地の活

性化に関する基本的な方針」の「中心市街

地活性化の基本方針」に記載。 

 目標については、「３．中心市街地の活

性化の目標」に記載。 

認定の手続  中心市街地活性化協議会を組織し、協議

会の意見を取り入れた基本計画を策定。 

中心市街地の位置及び区域

に関する基本的な事項 

 位置及び区域は、都市機能が集積し、商

業活動が盛んである区域を設定。 

４から８までの事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に

関する基本的な事項 

 有識者、経済界、地域住民等で組織する

県都岐阜市のまちづくり協議会が、県都岐

阜市のまちづくり構想を作成。同構想に基

づき策定された1期基本計画の方針を引き

継ぎ、基本計画案を市中心市街地活性化推

進課において作成。地権者、民間事業者、

地域住民等で組織された中心市街地活性

化協議会の意見を取り入れ基本計画を策

定。 

中心市街地における都市機

能の集積の促進を図るため

の措置に関する基本的な事

項 

 都市構造に大きな影響を与える大規模

集客施設の適正立地のため、準工業地域全

域を対象として、特別用途地区「大規模集

客施設立地規制地区」を平成 19 年 11 月に

都市計画決定した。 

その他中心市街地の活性化

に関する重要な事項 

 個別事業に関して、実践的・試行的活動

に取組むとともに、関係者・行政が一体的

に推進する体制を整備した計画となってい

る。 

第 2号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

目標を達成するために必要

な４から８までの事業等が記

載されていること 

 市街地の整備改善のための事業等に関

し、計画期間内で実現する事業等を記載し

ている。 

基本計画の実施が設定目標

の達成に相当程度寄与する

ものであることが合理的に説

明されていること 

 核的開発等の推進でにぎわいを創出する

とともに、イベント実施等で柳ケ瀬のまち

の魅力を高め、柳ケ瀬へ人を呼び込むこと

で、中心市街地全体のにぎわい創出と商業

活性化を図る。また、まちなか居住を促進

することで定住人口を増やす。 

第 3号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されてい

るか、又は、特定される見込

みが高いこと 

 市街地の整備改善のための事業等につい

て、実施主体を記載している。 

事業の実施スケジュールが明

確であること 

 市街地の整備改善のための事業等につい

て、実施時期を明記している。 


